
第１８号議案 

 

 

町田市手数料条例の一部を改正する条例 

 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和５年(２０２３年)２月２１日 

 

                                        提出者  町田市長職務代理者 

                        町田市副市長  榎 本 悦 次 



町田市手数料条例の一部を改正する条例 

町田市手数料条例（平成１２年１月町田市条例第１号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 
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改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

名称 金額 

略 略 

９３ 都市の低炭

素化の促進に関

する法律第５４

条第１項の規定

に基づく低炭素

建築物新築等計

画に関する認定

申請手数料（適合

性が確認されて

いる場合におい

て、当該建築物が

共同住宅等（共同

住宅、長屋その他

一戸建て住宅以

外の住宅をいう。

以下この項、９４

の項、９６の項、

９７の項、９９の

項、１００の項、

１０２の項及び

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称 金額 

略 略 

９３ 都市の低炭

素化の促進に関

する法律第５４

条第１項の規定

に基づく低炭素

建築物新築等計

画に関する認定

申請手数料（適合

性が確認されて

いる場合におい

て、当該建築物が

共同住宅等（共同

住宅、長屋その他

一戸建て住宅以

外の住宅をいう。

以下この項から

１０３の項まで

及び備考１にお

いて同じ。）であ

るとき。） 

ア 住戸ごとの申請の場合 

（１）申請戸数が１戸のもの １件につき ４，

７００円 

（２）一の共同住宅等のうち同時に申請する戸

数が２戸以上５戸以下のもの １件につき

 ９，４００円 

（３）一の共同住宅等のうち同時に申請する戸

数が６戸以上１０戸以下のもの １件につ

き １６，０００円 

（４）一の共同住宅等のうち同時に申請する戸

数が１１戸以上２５戸以下のもの １件に

つき ２７，０００円 

（５）一の共同住宅等のうち同時に申請する戸

数が２６戸以上５０戸以下のもの １件に

つき ４５，０００円 

（６）一の共同住宅等のうち同時に申請する戸

数が５１戸以上１００戸以下のもの １件

につき ８２，０００円 

（７）一の共同住宅等のうち同時に申請する戸

数が１０１戸以上２００戸以下のもの １
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１０３の項にお

いて同じ。）であ

るとき。） 

 

 

 

 

 

 

 

ア 住戸の部分（人の居住の用途に供する部分

に限る。以下この項、９６の項、９９の項、１

０２の項及び備考１において同じ。） 

 

（１）～（９）略 

イ 共用部分（住宅の用途に供する共用廊下、共

用階段その他共用部分をいう。以下この項、９

６の項、９９の項、１０２の項及び備考１にお

いて同じ。） 

 

（１）～（７）略 

ウ 非住宅の部分（住戸の部分及び共用部分以

外の部分をいう。９６の項、９９の項、１０２

の項及び備考１において同じ。） 

 

（１）～（７）略 

略 略 

９５ 都市の低炭 ア 誘導仕様基準（建築物エネルギー消費性能

件につき １３１，０００円 

（８）一の共同住宅等のうち同時に申請する戸

数が２０１戸以上３００戸以下のもの １

件につき １７０，０００円 

（９）一の共同住宅等のうち同時に申請する戸

数が３０１戸以上のもの １件につき １

８５，０００円 

イ 一の建築物の申請の場合（住戸の部分（人の

居住の用途に供する部分に限る。以下この項、

９６の項、９９の項、１０２の項及び備考１に

おいて同じ。）） 

（１）～（９）略 

ウ 一の建築物の申請の場合（共用廊下等の部

分（住宅の用途に供する共用廊下、共用階段そ

の他共用部分をいう。以下この項、９６の項、

９９の項、１０２の項及び備考１において同

じ。）） 

（１）～（７）略 

エ 一の建築物の申請の場合（非住宅の部分（住

戸の部分、共用廊下等の部分以外の部分をい

う。９６の項、９９の項、１０２の項及び備考

１において同じ。）） 

（１）～（７）略 

略 略 

９５ 都市の低炭 １件につき ３５，０００円 
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素化の促進に関

する法律第５４

条第１項の規定

に基づく低炭素

建築物新築等計

画に関する認定

申請手数料（適合

性が確認されて

いる場合以外の

場合において、当

該建築物が一戸

建て住宅である

とき。） 

基準等を定める省令（平成２８年経済産業省・

国土交通省令第１号。１０３の３の項、１０７

の項、１１４の項、１１５の項、備考４及び備

考５において「省令」という。）第１０条第２

号イ（２）に規定する国土交通大臣が定める基

準及び同号ロ（２）に規定する国土交通大臣が

定める基準をいう。以下同じ。）による場合 

１件につき ２１，０００円 

イ 誘導仕様基準以外による場合 １件につき

 ３５，０００円 

９６ 都市の低炭

素化の促進に関

する法律第５４

条第１項の規定

に基づく低炭素

建築物新築等計

画に関する認定

申請手数料（適合

性が確認されて

いる場合以外の

場合において、当

該建築物が共同

住宅等であると

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

素化の促進に関

する法律第５４

条第１項の規定

に基づく低炭素

建築物新築等計

画に関する認定

申請手数料（適合

性が確認されて

いる場合以外の

場合において、当

該建築物が一戸

建て住宅である

とき。） 

９６ 都市の低炭

素化の促進に関

する法律第５４

条第１項の規定

に基づく低炭素

建築物新築等計

画に関する認定

申請手数料（適合

性が確認されて

いる場合以外の

場合において、当

該建築物が共同

住宅等であると

ア 住戸ごとの申請の場合 

（１）申請戸数が１戸のもの １件につき ３

５，０００円 

（２）一の共同住宅等のうち同時に申請する戸

数が２戸以上５戸以下のもの １件につき

 ６９，０００円 

（３）一の共同住宅等のうち同時に申請する戸

数が６戸以上１０戸以下のもの １件につ

き ９７，０００円 

（４）一の共同住宅等のうち同時に申請する戸

数が１１戸以上２５戸以下のもの １件に

つき １３７，０００円 

（５）一の共同住宅等のうち同時に申請する戸
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き。）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 住戸の部分 

（１）誘導仕様基準による場合 

（ア）建築物の総戸数が１戸のもの １件

につき ２１，０００円 

（イ）建築物の総戸数が２戸以上５戸以下

のもの １件につき ３９，０００円 

（ウ）建築物の総戸数が６戸以上１０戸以

下のもの １件につき ５６，０００

円 

（エ）建築物の総戸数が１１戸以上２５戸

以下のもの １件につき ８０，００

０円 

き。） 数が２６戸以上５０戸以下のもの １件に

つき １９７，０００円 

（６）一の共同住宅等のうち同時に申請する戸

数が５１戸以上１００戸以下のもの １件

につき ２８３，０００円 

（７）一の共同住宅等のうち同時に申請する戸

数が１０１戸以上２００戸以下のもの １

件につき ３８５，０００円 

（８）一の共同住宅等のうち同時に申請する戸

数が２０１戸以上３００戸以下のもの １

件につき ５０８，０００円 

（９）一の共同住宅等のうち同時に申請する戸

数が３０１戸以上のもの １件につき ６

００，０００円 

イ 一の建築物の申請の場合（住戸の部分） 
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（オ）建築物の総戸数が２６戸以上５０戸

以下のもの １件につき １２０，０

００円 

（カ）建築物の総戸数が５１戸以上１００

戸以下のもの １件につき １８２，

０００円 

（キ）建築物の総戸数が１０１戸以上２０

０戸以下のもの １件につき ２６

１，０００円 

（ク）建築物の総戸数が２０１戸以上３０

０戸以下のもの １件につき ３４

０，０００円 

（ケ）建築物の総戸数が３０１戸以上のも

の １件につき ３９０，０００円 

（２）誘導仕様基準以外による場合 

（ア）建築物の総戸数が１戸のもの １件

につき ３５，０００円 

（イ）建築物の総戸数が２戸以上５戸以下

のもの １件につき ６９，０００円 

（ウ）建築物の総戸数が６戸以上１０戸以

下のもの １件につき ９７，０００

円 

（エ）建築物の総戸数が１１戸以上２５戸

以下のもの １件につき １３７，０

００円 

（オ）建築物の総戸数が２６戸以上５０戸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）建築物の総戸数が１戸のもの １件につ

き ３５，０００円 

（２）建築物の総戸数が２戸以上５戸以下のも

の １件につき ６９，０００円 

（３）建築物の総戸数が６戸以上１０戸以下の

もの １件につき ９７，０００円 

 

（４）建築物の総戸数が１１戸以上２５戸以下

のもの １件につき １３７，０００円 

 

（５）建築物の総戸数が２６戸以上５０戸以下

- 7 -

-  -0123456789



以下のもの １件につき １９７，０

００円 

（カ）建築物の総戸数が５１戸以上１００

戸以下のもの １件につき ２８３，

０００円 

（キ）建築物の総戸数が１０１戸以上２０

０戸以下のもの １件につき ３８

５，０００円 

（ク）建築物の総戸数が２０１戸以上３０

０戸以下のもの １件につき ５０

８，０００円 

（ケ）建築物の総戸数が３０１戸以上のも

の １件につき ６００，０００円 

イ 共用部分 

 

（１）～（７）略 

ウ 非住宅の部分 

（１）～（７）略 

略 略 

９９ 都市の低炭

素化の促進に関

する法律第５５

条第１項の規定

に基づく低炭素

建築物新築等計

 

 

 

 

 

 

のもの １件につき １９７，０００円 

 

（６）建築物の総戸数が５１戸以上１００戸以

下のもの １件につき ２８３，０００円 

 

（７）建築物の総戸数が１０１戸以上２００戸

以下のもの １件につき ３８５，０００

円 

（８）建築物の総戸数が２０１戸以上３００戸

以下のもの １件につき ５０８，０００

円 

（９）建築物の総戸数が３０１戸以上のもの 

１件につき ６００，０００円 

ウ 一の建築物の申請の場合（共用廊下等の部

分） 

（１）～（７）略 

エ 一の建築物の申請の場合（非住宅の部分） 

（１）～（７）略 

略 略 

９９ 都市の低炭

素化の促進に関

する法律第５５

条第１項の規定

に基づく低炭素

建築物新築等計

ア 住戸ごとの申請の場合 

（１）申請戸数が１戸のもの １件につき ３，

３００円 

（２）一の共同住宅等のうち同時に申請する戸

数が２戸以上５戸以下のもの １件につき

 ６，６００円 
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画に関する変更

認定申請手数料

（適合性が確認

されている場合

において、当該建

築物が共同住宅

等であるとき。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 住戸の部分 

（１）～（９）略 

イ 共用部分 

 

（１）～（７）略 

画に関する変更

認定申請手数料

（適合性が確認

されている場合

において、当該建

築物が共同住宅

等であるとき。） 

（３）一の共同住宅等のうち同時に申請する戸

数が６戸以上１０戸以下のもの １件につ

き １１，０００円 

（４）一の共同住宅等のうち同時に申請する戸

数が１１戸以上２５戸以下のもの １件に

つき １９，０００円 

（５）一の共同住宅等のうち同時に申請する戸

数が２６戸以上５０戸以下のもの １件に

つき ３２，０００円 

（６）一の共同住宅等のうち同時に申請する戸

数が５１戸以上１００戸以下のもの １件

につき ５８，０００円 

（７）一の共同住宅等のうち同時に申請する戸

数が１０１戸以上２００戸以下のもの １

件につき ９３，０００円 

（８）一の共同住宅等のうち同時に申請する戸

数が２０１戸以上３００戸以下のもの １

件につき １２２，０００円 

（９）一の共同住宅等のうち同時に申請する戸

数が３０１戸以上のもの １件につき １

３４，０００円 

イ 一の建築物の申請の場合（住戸の部分） 

（１）～（９）略 

ウ 一の建築物の申請の場合（共用廊下等の部

分） 

（１）～（７）略 
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ウ 非住宅の部分 

（１）～（７）略 

略 略 

１０１ 都市の低

炭素化の促進に

関する法律第５

５条第１項の規

定に基づく低炭

素建築物新築等

計画に関する変

更認定申請手数

料（適合性が確認

されている場合

以外の場合にお

いて、当該建築物

が一戸建て住宅

であるとき。） 

ア 誘導仕様基準による場合 １件につき １

５，０００円 

イ 誘導仕様基準以外による場合 １件につき

 １８，０００円 

１０２ 都市の低

炭素化の促進に

関する法律第５

５条第１項の規

定に基づく低炭

素建築物新築等

計画に関する変

更認定申請手数

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 一の建築物の申請の場合（非住宅の部分） 

（１）～（７）略 

略 略 

１０１ 都市の低

炭素化の促進に

関する法律第５

５条第１項の規

定に基づく低炭

素建築物新築等

計画に関する変

更認定申請手数

料（適合性が確認

されている場合

以外の場合にお

いて、当該建築物

が一戸建て住宅

であるとき。） 

１件につき １８，０００円 

１０２ 都市の低

炭素化の促進に

関する法律第５

５条第１項の規

定に基づく低炭

素建築物新築等

計画に関する変

更認定申請手数

ア 住戸ごとの申請の場合 

（１）申請戸数が１戸のもの １件につき １

８，０００円 

（２）一の共同住宅等のうち同時に申請する戸

数が２戸以上５戸以下のもの １件につき

 ３７，０００円 

（３）一の共同住宅等のうち同時に申請する戸

数が６戸以上１０戸以下のもの １件につ
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料（適合性が確認

されている場合

以外の場合にお

いて、当該建築物

が共同住宅等で

あるとき。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 住戸の部分 

（１）誘導仕様基準による場合 

（ア）建築物の総戸数が１戸のもの １件

につき １５，０００円 

（イ）建築物の総戸数が２戸以上５戸以下

のもの １件につき ２７，０００円 

（ウ）建築物の総戸数が６戸以上１０戸以

料（適合性が確認

されている場合

以外の場合にお

いて、当該建築物

が共同住宅等で

あるとき。） 

き ５２，０００円 

（４）一の共同住宅等のうち同時に申請する戸

数が１１戸以上２５戸以下のもの １件に

つき ７４，０００円 

（５）一の共同住宅等のうち同時に申請する戸

数が２６戸以上５０戸以下のもの １件に

つき １０８，０００円 

（６）一の共同住宅等のうち同時に申請する戸

数が５１戸以上１００戸以下のもの １件

につき １５９，０００円 

（７）一の共同住宅等のうち同時に申請する戸

数が１０１戸以上２００戸以下のもの １

件につき ２２１，０００円 

（８）一の共同住宅等のうち同時に申請する戸

数が２０１戸以上３００戸以下のもの １

件につき ２９１，０００円 

（９）一の共同住宅等のうち同時に申請する戸

数が３０１戸以上のもの １件につき ３

４２，０００円 

イ 一の建築物の申請の場合（住戸の部分） 
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下のもの １件につき ４０，０００

円 

（エ）建築物の総戸数が１１戸以上２５戸

以下のもの １件につき ５６，００

０円 

（オ）建築物の総戸数が２６戸以上５０戸

以下のもの １件につき ８５，００

０円 

（カ）建築物の総戸数が５１戸以上１００

戸以下のもの １件につき １２８，

０００円 

（キ）建築物の総戸数が１０１戸以上２０

０戸以下のもの １件につき １８

４，０００円 

（ク）建築物の総戸数が２０１戸以上３０

０戸以下のもの １件につき ２４

１，０００円 

（ケ）建築物の総戸数が３０１戸以上のも

の １件につき ２７８，０００円 

（２）誘導仕様基準以外による場合 

（ア）建築物の総戸数が１戸のもの １件

につき １８，０００円 

（イ）建築物の総戸数が２戸以上５戸以下

のもの １件につき ３７，０００円 

（ウ）建築物の総戸数が６戸以上１０戸以

下のもの １件につき ５２，０００

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）建築物の総戸数が１戸のもの １件につ

き １８，０００円 

（２）建築物の総戸数が２戸以上５戸以下のも

の １件につき ３７，０００円 

（３）建築物の総戸数が６戸以上１０戸以下の

もの １件につき ５２，０００円 
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円 

（エ）建築物の総戸数が１１戸以上２５戸

以下のもの １件につき ７４，００

０円 

（オ）建築物の総戸数が２６戸以上５０戸

以下のもの １件につき １０８，０

００円 

（カ）建築物の総戸数が５１戸以上１００

戸以下のもの １件につき １５９，

０００円 

（キ）建築物の総戸数が１０１戸以上２０

０戸以下のもの １件につき ２２

１，０００円 

（ク）建築物の総戸数が２０１戸以上３０

０戸以下のもの １件につき ２９

１，０００円 

（ケ）建築物の総戸数が３０１戸以上のも

の １件につき ３４２，０００円 

イ 共用部分 

 

（１）～（７）略 

ウ 非住宅の部分 

（１）～（７）略 

略 略 

１０３の３ 建築 １件につき 次のア及びイに掲げる場合の区分

 

（４）建築物の総戸数が１１戸以上２５戸以下

のもの １件につき ７４，０００円 

 

（５）建築物の総戸数が２６戸以上５０戸以下

のもの １件につき １０８，０００円 

 

（６）建築物の総戸数が５１戸以上１００戸以

下のもの １件につき １５９，０００円 

 

（７）建築物の総戸数が１０１戸以上２００戸

以下のもの １件につき ２２１，０００

円 

（８）建築物の総戸数が２０１戸以上３００戸

以下のもの １件につき ２９１，０００

円 

（９）建築物の総戸数が３０１戸以上のもの 

１件につき ３４２，０００円 

ウ 一の建築物の申請の場合（共用廊下等の部

分） 

（１）～（７）略 

エ 一の建築物の申請の場合（非住宅の部分） 

（１）～（７）略 

略 略 

１０３の３ 建築 １件につき 次のア及びイに掲げる場合の区分
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物のエネルギー

消費性能の向上

に関する法律第

１２条第１項又

は第１３条第２

項の規定に基づ

く建築物エネル

ギー消費性能適

合性判定に関す

る手数料（非住宅

部分の用途が工

場等のみでない

場合） 

に応じ、次に掲げる額 

ア モデル建物法（省令第１条第１項第１号イ

に規定する一次エネルギー消費量（以下この

項及び１０７の項において「一次エネルギー

消費量」という。）の算出に用いるべき標準的

な建築物を用いて評価する方法をいう。１０

３の５の項、１１５の項及び１１５の３の項

において同じ。）による場合 当該部分の床面

積の合計に応じ、次に掲げる額 

 

 

 

 

（１）～（６）略 

イ 略 

略 略 

１０５ 建築物の

エネルギー消費

性能の向上に関

する法律第３５

条第１項の規定

に基づく建築物

エネルギー消費

性能向上計画に

関する認定申請

１件につき 次のア及びイに掲げる部分の区分

に応じ、次に掲げる額 

 

 

 

 

 

 

 

物のエネルギー

消費性能の向上

に関する法律第

１２条第１項又

は第１３条第２

項の規定に基づ

く建築物エネル

ギー消費性能適

合性判定に関す

る手数料（非住宅

部分の用途が工

場等のみでない

場合） 

に応じ、次に掲げる額 

ア モデル建物法（建築物エネルギー消費性能

基準等を定める省令（平成２８年経済産業省・

国土交通省令第１号。以下１０７の項、１１４

の項、１１５の項、備考５及び備考６において

「省令」という。）第１条第１項第１号イに規

定する一次エネルギー消費量（以下この項及

び１０７の項において「一次エネルギー消費

量」という。）の算出に用いるべき標準的な建

築物を用いて評価する方法をいう。１０３の

５の項、１１５の項及び１１５の３の項にお

いて同じ。）による場合 当該部分の床面積の

合計に応じ、次に掲げる額 

（１）～（６）略 

イ 略 

略 略 

１０５ 建築物の

エネルギー消費

性能の向上に関

する法律第３５

条第１項の規定

に基づく建築物

エネルギー消費

性能向上計画に

関する認定申請

１件につき 次のアからウまでに掲げる場合の

区分に応じ、次に掲げる額 

ア 住戸ごとの申請の場合 当該住戸の床面積

の合計に応じ、次に掲げる額 

（１）３００平方メートル未満のもの ９，７０

０円 

（２）３００平方メートル以上２，０００平方メ

ートル未満のもの ２１，０００円 

（３）２，０００平方メートル以上５，０００平
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手数料（適合性が

確認されている

場合において、当

該建築物が一戸

建て住宅以外の

も の で あ る と

き。） 

 

 

 

ア 住宅部分（建築物のエネルギー消費性能の

向上に関する法律第１１条第１項に規定する

住宅部分をいう。以下同じ。） 当該部分の床

面積の合計に応じ、次に掲げる額 

 

（１）～（４）略 

イ 非住宅部分 当該部分の床面積の合計に応

じ、次に掲げる額 

（１）～（７）略 

１０６ 建築物の

エネルギー消費

性能の向上に関

する法律第３５

条第１項の規定

に基づく建築物

エネルギー消費

性能向上計画に

関する認定申請

手数料（適合性が

確認されている

場合以外の場合

において、当該建

築物が一戸建て

１件につき 次のア及びイに掲げる場合の区分

に応じ、次に掲げる額 

ア 誘導仕様基準による場合 

（１）２００平方メートル未満のもの ２０，０

００円 

（２）２００平方メートル以上のもの ２２，０

００円 

イ 誘導仕様基準以外による場合 

（１）２００平方メートル未満のもの ３４，４

００円 

（２）２００平方メートル以上のもの ３８，４

００円 

手数料（適合性が

確認されている

場合において、当

該建築物が一戸

建て住宅以外の

も の で あ る と

き。） 

方メートル未満のもの ４６，０００円 

（４）５，０００平方メートル以上のもの ８

１，０００円 

イ 一の建築物の申請の場合（住宅部分（建築物

のエネルギー消費性能の向上に関する法律第

１１条第１項に規定する住宅部分をいう。以

下同じ。）） 当該部分の床面積の合計に応じ、

次に掲げる額 

（１）～（４）略 

ウ 一の建築物の申請の場合（非住宅部分） 当

該部分の床面積の合計に応じ、次に掲げる額 

（１）～（７）略 

１０６ 建築物の

エネルギー消費

性能の向上に関

する法律第３５

条第１項の規定

に基づく建築物

エネルギー消費

性能向上計画に

関する認定申請

手数料（適合性が

確認されている

場合以外の場合

において、当該建

築物が一戸建て

１件につき 当該住宅の床面積の合計に応じ、

次に掲げる額 

 

 

 

 

 

 

ア ２００平方メートル未満のもの ３４，４

００円 

イ ２００平方メートル以上のもの ３８，４

００円 
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住 宅 で あ る と

き。） 

１０７ 建築物の

エネルギー消費

性能の向上に関

する法律第３５

条第１項の規定

に基づく建築物

エネルギー消費

性能向上計画に

関する認定申請

手数料（適合性が

確認されている

場合以外の場合

において、当該建

築物が一戸建て

住宅以外のもの

であるとき。） 

１件につき 次のアからウまでに掲げる部分の

区分に応じ、次に掲げる額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 住宅部分 次の（１）及び（２）に掲げる場

合の区分に応じ、次に掲げる額 

（１）誘導仕様基準による場合 

（ア）３００平方メートル未満のもの ３

８，０００円 

（イ）３００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のもの ６６，００

０円 

（ウ）２，０００平方メートル以上５，０

００平方メートル未満のもの １１

８，０００円 

（エ）５，０００平方メートル以上のもの

住 宅 で あ る と

き。） 

１０７ 建築物の

エネルギー消費

性能の向上に関

する法律第３５

条第１項の規定

に基づく建築物

エネルギー消費

性能向上計画に

関する認定申請

手数料（適合性が

確認されている

場合以外の場合

において、当該建

築物が一戸建て

住宅以外のもの

であるとき。） 

１件につき 次のアからエまでに掲げる場合の

区分に応じ、次に掲げる額 

ア 住戸ごとの申請の場合 当該住戸の床面積

の合計に応じ、次に掲げる額 

（１）３００平方メートル未満のもの ６９，１

００円 

（２）３００平方メートル以上２，０００平方メ

ートル未満のもの １１６，０００円 

（３）２，０００平方メートル以上５，０００平

方メートル未満のもの １９６，０００円 

（４）５，０００平方メートル以上のもの ２８

１，０００円 

イ 一の建築物の申請の場合（住宅部分） 当該

部分の床面積の合計に応じ、次に掲げる額 
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 １７９，０００円 

（２）誘導仕様基準以外による場合 

（ア）３００平方メートル未満のもの ６

９，１００円 

（イ）３００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のもの １１６，０

００円 

（ウ）２，０００平方メートル以上５，０

００平方メートル未満のもの １９

６，０００円 

（エ）５，０００平方メートル以上のもの

 ２８１，０００円 

イ 非住宅部分（モデル建物法（一次エネルギー

消費量の算出に用いるべき標準的な建築物及

び省令第１０条第１号イ（１）の屋内周囲空間

の年間熱負荷（以下この項において「屋内周囲

空間の年間熱負荷」という。）の算出に用いる

べきものとして国土交通大臣が定める建築物

を用いて評価する方法をいう。１１１の項に

おいて同じ。）による場合に限る。） 当該部

分の床面積の合計に応じ、次に掲げる額 

 

（１）～（７）略 

ウ 非住宅部分（標準入力法等（実際の設計仕様

の条件を基に算定した一次エネルギー消費量

及び屋内周囲空間の年間熱負荷を用いて評価

 

 

（１）３００平方メートル未満のもの ６９，１

００円 

（２）３００平方メートル以上２，０００平方メ

ートル未満のもの １１６，０００円 

 

（３）２，０００平方メートル以上５，０００平

方メートル未満のもの １９６，０００円 

 

（４）５，０００平方メートル以上のもの ２８

１，０００円 

ウ 一の建築物の申請の場合（非住宅部分につ

いてモデル建物法（一次エネルギー消費量の

算出に用いるべき標準的な建築物及び省令第

１０条第１号イ（１）の屋内周囲空間の年間熱

負荷（以下この項において「屋内周囲空間の年

間熱負荷」という。）の算出に用いるべきもの

として国土交通大臣が定める建築物を用いて

評価する方法をいう。１１１の項において同

じ。）による場合） 当該部分の床面積の合計

に応じ、次に掲げる額 

（１）～（７）略 

エ 一の建築物の申請の場合（非住宅部分につ

いて標準入力法等（実際の設計仕様の条件を

基に算定した一次エネルギー消費量及び屋内
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する方法をいう。１１１の項において同じ。）

による場合に限る。） 当該部分の床面積の合

計に応じ、次に掲げる額 

 

（１）～（７）略 

略 略 

１０９ 建築物の

エネルギー消費

性能の向上に関

する法律第３６

条第１項の規定

に基づく建築物

エネルギー消費

性能向上計画に

関する変更認定

申請手数料（適合

性が確認されて

いる場合におい

て、当該建築物が

一戸建て住宅以

外のものである

とき。） 

１件につき 次のア及びイに掲げる部分の区分

に応じ、次に掲げる額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 住宅部分 当該部分の床面積の合計に応

じ、次に掲げる額 

（１）～（４）略 

イ 非住宅部分 当該部分の床面積の合計に応

じ、次に掲げる額 

（１）～（７）略 

１１０ 建築物の １件につき 次のア及びイに掲げる場合の区分

周囲空間の年間熱負荷を用いて評価する方法

をいう。１１１の項において同じ。）による場

合） 当該部分の床面積の合計に応じ、次に掲

げる額 

（１）～（７）略 

略 略 

１０９ 建築物の

エネルギー消費

性能の向上に関

する法律第３６

条第１項の規定

に基づく建築物

エネルギー消費

性能向上計画に

関する変更認定

申請手数料（適合

性が確認されて

いる場合におい

て、当該建築物が

一戸建て住宅以

外のものである

とき。） 

１件につき 次のアからウまでに掲げる場合の

区分に応じ、次に掲げる額 

ア 住戸ごとの申請の場合 当該住戸の床面積

の合計に応じ、次に掲げる額 

（１）３００平方メートル未満のもの ６，９０

０円 

（２）３００平方メートル以上２，０００平方メ

ートル未満のもの １５，０００円 

（３）２，０００平方メートル以上５，０００平

方メートル未満のもの ３２，０００円 

（４）５，０００平方メートル以上のもの ５

７，０００円 

イ 一の建築物の申請の場合（住宅部分） 当該

部分の床面積の合計に応じ、次に掲げる額 

（１）～（４）略 

ウ 一の建築物の申請の場合（非住宅部分） 当

該部分の床面積の合計に応じ、次に掲げる額 

（１）～（７）略 

１１０ 建築物の １件につき 当該住宅の床面積の合計に応じ、
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エネルギー消費

性能の向上に関

する法律第３６

条第１項の規定

に基づく建築物

エネルギー消費

性能向上計画に

関する変更認定

申請手数料（適合

性が確認されて

いる場合以外の

場合において、当

該建築物が一戸

建て住宅である

とき。） 

に応じ、次に掲げる額 

ア 誘導仕様基準による場合 

（１）２００平方メートル未満のもの １４，０

００円 

（２）２００平方メートル以上のもの １５，０

００円 

イ 誘導仕様基準以外による場合 

（１）２００平方メートル未満のもの ２４，２

００円 

（２）２００平方メートル以上のもの ２７，０

００円 

１１１ 建築物の

エネルギー消費

性能の向上に関

する法律第３６

条第１項の規定

に基づく建築物

エネルギー消費

性能向上計画に

関する変更認定

申請手数料（適合

性が確認されて

１件につき 次のアからウまでに掲げる部分の

区分に応じ、次に掲げる額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エネルギー消費

性能の向上に関

する法律第３６

条第１項の規定

に基づく建築物

エネルギー消費

性能向上計画に

関する変更認定

申請手数料（適合

性が確認されて

いる場合以外の

場合において、当

該建築物が一戸

建て住宅である

とき。） 

次に掲げる額 

 

 

 

 

 

 

ア ２００平方メートル未満のもの ２４，２

００円 

イ ２００平方メートル以上のもの ２７，０

００円 

１１１ 建築物の

エネルギー消費

性能の向上に関

する法律第３６

条第１項の規定

に基づく建築物

エネルギー消費

性能向上計画に

関する変更認定

申請手数料（適合

性が確認されて

１件につき 次のアからエまでに掲げる場合の

区分に応じ、次に掲げる額 

ア 住戸ごとの申請の場合 当該住戸の床面積

の合計に応じ、次に掲げる額 

（１）３００平方メートル未満のもの ４８，５

００円 

（２）３００平方メートル以上２，０００平方メ

ートル未満のもの ８１，０００円 

（３）２，０００平方メートル以上５，０００平

方メートル未満のもの １３８，０００円 

（４）５，０００平方メートル以上のもの １９
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いる場合以外の

場合において、当

該建築物が一戸

建て住宅以外の

も の で あ る と

き。） 

 

ア 住宅部分 次の（１）及び（２）に掲げる場

合の区分に応じ、次に掲げる額 

（１）誘導仕様基準による場合 

（ア）３００平方メートル未満のもの ２

６，０００円 

（イ）３００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のもの ４６，００

０円 

（ウ）２，０００平方メートル以上５，０

００平方メートル未満のもの ８３，

０００円 

（エ）５，０００平方メートル以上のもの

 １２５，０００円 

（２）誘導仕様基準以外による場合 

（ア）３００平方メートル未満のもの ４

８，５００円 

（イ）３００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のもの ８１，００

０円 

（ウ）２，０００平方メートル以上５，０

００平方メートル未満のもの １３

８，０００円 

（エ）５，０００平方メートル以上のもの 

    １９７，０００円 

イ 非住宅部分（モデル建物法による場合に限

いる場合以外の

場合において、当

該建築物が一戸

建て住宅以外の

も の で あ る と

き。） 

７，０００円 

イ 一の建築物の申請の場合（住宅部分） 当該

部分の床面積の合計に応じ、次に掲げる額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）３００平方メートル未満のもの ４８，５

００円 

（２）３００平方メートル以上２，０００平方メ

ートル未満のもの ８１，０００円 

 

（３）２，０００平方メートル以上５，０００平

方メートル未満のもの １３８，０００円 

 

（４）５，０００平方メートル以上のもの １９

７，０００円 

ウ 一の建築物の申請の場合（非住宅部分につ
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る。） 当該部分の床面積の合計に応じ、次に

掲げる額 

（１）～（７）略 

ウ 非住宅部分（標準入力法等による場合に限

る。） 当該部分の床面積の合計に応じ、次に

掲げる額 

（１）～（７）略 

略 略 

１１４ 建築物の

エネルギー消費

性能の向上に関

する法律第４１

条第１項の規定

に基づく建築物

エネルギー消費

性能基準に適合

している旨の認

定申請手数料（適

合性が確認され

ている場合以外

の場合において、

当該建築物が一

戸建て住宅であ

るとき。） 

１件につき 次のアからウまでに掲げる場合の

区分に応じ、次に掲げる額 

ア 性能基準（省令第１条第１項第２号イ（１）

及び同号ロ（１）に定める基準をいう。）によ

る場合 当該住宅の床面積の合計に応じ、次

に掲げる額 

（１）・（２）略 

イ モデル住宅法（省令第１条第１項第２号イ

（２）及び同号ロ（２）に定める基準をいう。）

による場合 当該住宅の床面積の合計に応

じ、次に掲げる額 

（１）・（２）略 

ウ 仕様基準（省令第１条第１項第２号イ（３）

に規定する国土交通大臣が定める基準及び同

号ロ（３）に規定する国土交通大臣が定める基

準をいう。１１５の項及び備考において同

じ。）又は誘導仕様基準による場合 当該住宅

いてモデル建物法による場合） 当該部分の

床面積の合計に応じ、次に掲げる額 

（１）～（７）略 

エ 一の建築物の申請の場合（非住宅部分につ

いて標準入力法等による場合） 当該部分の

床面積の合計に応じ、次に掲げる額 

（１）～（７）略 

略 略 

１１４ 建築物の

エネルギー消費

性能の向上に関

する法律第４１

条第１項の規定

に基づく建築物

エネルギー消費

性能基準に適合

している旨の認

定申請手数料（適

合性が確認され

ている場合以外

の場合において、

当該建築物が一

戸建て住宅であ

るとき。） 

１件につき 次のア及びイに掲げる場合の区分

に応じ、次に掲げる額 

ア 性能基準（省令第１条第１項第２号イ（１）

（ⅰ）及び同号ロ（１）に定める基準をいう。）

による場合 当該住宅の床面積の合計に応

じ、次に掲げる額 

（１）・（２）略 

イ モデル住宅法（省令第１条第１項第２号イ

（２）（ⅰ）及び同号ロ（２）に定める基準を

いう。）による場合 当該住宅の床面積の合計

に応じ、次に掲げる額 

（１）・（２）略 

ウ 仕様基準（省令第１条第１項第２号イ（３）

及び同号ロ（３）に定める基準をいう。１１５

の項及び備考において同じ。）による場合 当

該住宅の床面積の合計に応じ、次に掲げる額 
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の床面積の合計に応じ、次に掲げる額 

（１）・（２）略 

１１５ 建築物の

エネルギー消費

性能の向上に関

する法律第４１

条第１項の規定

に基づく建築物

エネルギー消費

性能基準に適合

している旨の認

定申請手数料（適

合性が確認され

ている場合以外

の場合において、

当該建築物が一

戸建て住宅以外

のものであると

き。） 

１件につき 次のアからオまでに掲げる場合の

区分に応じ、次に掲げる額 

ア 住宅部分について性能基準（省令第１条第

１項第２号イ（１）及び同号ロ（１）又は同項

第３号に定める基準をいう。備考において同

じ。）による場合 当該部分の床面積の合計に

応じ、次に掲げる額 

（１）～（４）略 

イ 住宅部分についてフロア入力法（省令第１

条第１項第２号イ（２）及び同号ロ（２）に定

める基準をいう。備考において同じ。）による

場合 当該住宅の床面積の合計に応じ、次に

掲げる額 

（１）～（４）略 

ウ 住宅部分について仕様基準又は誘導仕様基

準による場合 当該部分の床面積の合計に応

じ、次に掲げる額 

（１）～（４）略 

エ・オ 略 

略 略 
 

 

（１）・（２）略 

１１５ 建築物の

エネルギー消費

性能の向上に関

する法律第４１

条第１項の規定

に基づく建築物

エネルギー消費

性能基準に適合

している旨の認

定申請手数料（適

合性が確認され

ている場合以外

の場合において、

当該建築物が一

戸建て住宅以外

のものであると

き。） 

１件につき 次のアからエまでに掲げる場合の

区分に応じ、次に掲げる額 

ア 住宅部分について性能基準（省令第１条第

１項第２号イ（１）（ⅰ）若しくは（ⅱ）及び

同号ロ（１）又は同項第３号に定める基準をい

う。備考において同じ。）による場合 当該部

分の床面積の合計に応じ、次に掲げる額 

（１）～（４）略 

イ 住宅部分についてフロア入力法（省令第１

条第１項第２号イ（２）（ⅱ）及び同号ロ（２）

に定める基準をいう。備考において同じ。）に

よる場合 当該住宅の床面積の合計に応じ、

次に掲げる額 

（１）～（４）略 

ウ 住宅部分について仕様基準による場合 当

該部分の床面積の合計に応じ、次に掲げる額 

 

（１）～（４）略 

エ・オ 略 

略 略 
 

備考 備考 

１ ９３の項及び９６の項に掲げる低炭素建築物新築等計画認定申

請手数料又は９９の項及び１０２の項に掲げる低炭素建築物新築

１ ９２の項から１０３の項までに掲げる低炭素建築物新築等計画

認定申請手数料又は低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料

- 22 -

-  -0123456789



等計画変更認定申請手数料の額は、住戸の部分の額に共用部分及び

非住宅の部分の額を加算した額とする。ただし、共用部分若しくは

非住宅の部分が存在しない場合又は非住宅の部分を除く場合は、当

該部分の額は加算しない。 

について、共同住宅等の一の建築物の申請の場合における手数料の

額は、住戸の部分の額に共用廊下等の部分及び非住宅の部分の額を

加算した額とする。ただし、共用廊下等の部分若しくは非住宅の部

分が存在しない場合又は共用廊下等を除く場合は、当該部分の額は

加算しない。 

 ２ ９２の項から１０３の項までに掲げる低炭素建築物新築等計画

認定申請手数料又は低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料

について、共同住宅等の住戸ごとの申請と一の建築物の申請を同時

に行う場合における手数料の額は、一の建築物の申請の場合により

算出した額とする。 

２ 略 ３ 略 

３ 略 ４ 略 

４ 略 ５ 略 

５ 略 ６ 略 

６ 略 ７ 略 

７ 略 ８ 略 

８ 略 ９ 略 

９ 略 １０ 略 

１０ 略 １１ 略 

１１ 略 １２ 略 

１２ 略 １３ 略 

 １４ 向上計画認定申請手数料等について、一の建築物の申請の場合

における手数料の額は、住宅部分の額及び非住宅部分の額を合算し

た額とする。ただし、住宅部分又は非住宅部分が存在しない場合は、

当該部分の額は合算しない。 
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 １５ 向上計画認定申請手数料等について、同一の建築物において住

戸ごとの申請と一の建築物の申請を同時に行う場合における手数

料の額は、一の建築物の申請の場合により算出した額とする。 

 １６ 向上計画認定申請手数料等について、住宅部分及び非住宅部分

を有する建築物の非住宅部分のみを申請する場合における手数料

の額は、当該非住宅部分の床面積の合計を一の建築物の申請の場合

における非住宅部分の床面積の合計とみなして算出した額とする。 

１３ 向上計画認定申請手数料等（誘導仕様基準以外による場合に限

る。）又は１１５の項に掲げる建築物エネルギー消費性能基準に適

合している旨の認定申請手数料（性能基準又はフロア入力法による

場合に限る。）について、共同住宅の申請の場合の手数料の額は、

住戸部分の額に共用部分の額を加算した額とする。ただし、共用部

分が存在しない場合又は共用部分を除く場合は、当該共用部分の額

は加算しない。 

１７ 向上計画認定申請手数料等又は１１５の項に掲げる建築物エ

ネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料（性能基

準又はフロア入力法による場合に限る。）について、共同住宅の一

の建築物の申請の場合の手数料の額は、住戸部分の額に共用部分の

額を加算した額とする。ただし、共用部分が存在しない場合又は共

用部分を除く場合は、当該共用部分の額は加算しない。 

１４ 向上計画認定申請手数料等（誘導仕様基準による場合に限る。）

又は１１５の項に掲げる建築物エネルギー消費性能基準に適合し

ている旨の認定申請手数料（仕様基準又は誘導仕様基準による場合

に限る。）について、共同住宅の申請の場合の手数料の額は、共用

部分の額を加算しないものとする。 

１８ １１５の項に掲げる建築物エネルギー消費性能基準に適合し

ている旨の認定申請手数料（仕様基準による場合に限る。）につい

て、共同住宅の一の建築物の申請の場合の手数料の額は、共用部分

の額を加算しないものとする。 

１５ １１３の項及び１１５の項に掲げる建築物エネルギー消費性

能基準に適合している旨の認定申請手数料の額は、住宅部分の額及

び非住宅部分の額を合算した額とする。ただし、住宅部分又は非住

宅部分が存在しない場合は、当該部分の額は合算しない。 

１９ １１２の項から１１５の項までに掲げる建築物エネルギー消

費性能基準に適合している旨の認定申請手数料の額は、住宅部分の

額及び非住宅部分の額を合算した額とする。ただし、住宅部分又は

非住宅部分が存在しない場合は、当該部分の額は合算しない。 

１６ 略 ２０ 略 

１７ 略 ２１ 略 
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附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の町田市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に

申請を受理するものから適用し、同日前に申請を受理したものについては、なお従

前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の一部を

改正する省令（令和４年国土交通省令第６８号）附則第２項及び第４項の規定によ

りなお従前の例によることとされた同令による改正前の都市の低炭素化の促進に

関する法律施行規則（平成２４年国土交通省令第８６号）別記様式第７を用いて行

われる変更の認定の申請に係る手数料は、なお従前の例による。 

４ 第２項の規定にかかわらず、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施

行規則の一部を改正する省令（令和４年国土交通省令第６７号）附則第２項及び第

４項の規定によりなお従前の例によることとされた同令による改正前の建築物の

エネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則（平成２８年国土交通省令第５号）

別記様式第３５を用いて行われる変更の認定の申請に係る手数料は、なお従前の例

による。 
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